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《Ⅰ 本指針の範囲》 

１．本指針は、財務諸表の監査における重要な虚偽表示リスクの評価の一環として、ＩＴに関す

るリスクを識別及び評価し、評価したリスクに対応する手続を実施するための実務上の指針を

提供するものである。 

 特に、本指針は、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽

表示リスクの識別と評価」（以下「監査基準委員会報告書315」という。）及び同330｢評価した

リスクに対応する監査人の手続｣（以下「監査基準委員会報告書330」という。）を適用するに

当たり、重要な虚偽表示リスクに関してＩＴに関する手続をどのように実施すべきかについて

記載している。 

《Ⅱ 本指針の目的》 

２．本指針における監査人の目的は、財務諸表監査におけるリスクの評価の一環として、ＩＴに

関する重要な虚偽表示リスクの識別及び評価と、評価したＩＴに関するリスクへの適切な対応

を立案し実施することによって、意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するこ

とである。 

 なお、監査人が財務諸表監査において重要な虚偽表示リスクのリスク評価手続及び運用評価

を実施したとしても、監査人は、内部統制自体の信頼性・有効性に関して意見を表明しない。

同様に、監査人が財務諸表監査の一環として、ＩＴに関するリスクの評価を実施したとしても、

監査人は、ＩＴを利用した情報システム自体の信頼性・有効性に関して意見を表明しない。 

《Ⅲ 定義》 

３．本指針では、次の用語をそれぞれ次のような意味で用いている。 

(1) 「情報システム」- 人を含めた、手続、インフラ（ハードウェア、設備を含む。）、ソフト

ウェア及びデータから構成される。多くの情報システムではＩＴを幅広く利用している。し

たがって、以下、本指針では、「ＩＴを利用した情報システム」を単に「情報システム」と

いう。 

(2) 「アプリケーション」- アプリケーションとは、企業のビジネスプロセスに関連するデー

タと情報を、入力、格納、処理、保有、伝送又は検索するために必要なコンピュータ・プロ

グラムをいう。 

(3) 「システム・ソフトウェア」- 基本ソフトウェア（ＯＳ）、データベース管理システム、

ネットワーク管理システム等のビジネスプロセスに関連するアプリケーションが稼動する

ための基盤となるソフトウェアをいう。 

(4) 「ＩＴの専門家」- 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、ＩＴの専門

知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の当該専門知識を有する個人又は組織を

いう。ＩＴの専門知識を有するとは、ＩＴの専門的な技能、知識及び経験を有し、かつ、監

査人の監督の下で、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別、評価及びそれに対

応する手続を実施する能力を有することをいう。監査人の利用するＩＴの専門家は、監査人

の雇用する内部の専門家（監査事務所又はネットワーク・ファームの社員等又は専門職員（非

常勤者を含む。））と監査人が業務を依頼する外部のＩＴの専門家を含む。 

(5) 「コンピュータ利用監査技法」- 監査のツールとして、コンピュータを利用して監査手続

を実施するための技法をいう。コンピュータ利用監査技法を、以下、Computer-assisted audit 
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techniquesの略称として「ＣＡＡＴ」という。 

《Ⅳ 監査計画の策定に当たってのＩＴに関する留意事項》 

《１．ＩＴの利用に関する概括的理解》 

４．監査人は、監査計画を策定するに際して、監査業務の範囲に影響を及ぼす事項を識別する必

要がある。グループの重要な構成単位がそのビジネスモデルや事業運営にどのようにＩＴを利

用しているかにより、ＩＴが重要な虚偽表示リスクに及ぼす影響は異なると考えられるため、

ＩＴの利用状況が監査計画にも影響を及ぼすことがある。 

 したがって、監査人は、監査計画の策定に際して、以下の判定をすることが可能となる程度

に重要な構成単位のＩＴの利用に関する環境を理解し、重要な虚偽表示リスクの評価の対象と

するＩＴを把握する（以下、グループ又はその重要な構成単位を単に「企業」と表記している

場合がある。）。 

・ ＩＴの利用度 

・ 情報システムの安定度 

・ 情報システムの前年度からの重要な変更 

・ 過年度の監査におけるＩＴに関連する内部統制上の不備 

５．企業におけるＩＴの利用状況と重要な虚偽表示に関する潜在的リスクとの関係は必ずしも一

様ではないが、上記の４つの点を総合的に判断した結果、ＩＴの利用に伴う重要な虚偽表示に

関する潜在的リスクが十分に低いと判断できる場合がある。 

 例えば、ＩＴの利用度は、以下のような状況により低いと判断される場合がある。 

・ 金融機関等、一般にＩＴの利用度が高いと想定される業種に該当しない。 

・ 企業規模が比較的小規模である。 

・ 複雑なシステム処理がない。 

・ 自動化された内部統制ではなく手作業による内部統制により重点を置いている。 

・ 情報システムが、市販の簡易なパッケージソフトウェアのみで、パッケージソフトウェア

をカスタマイズせずに、ほぼそのまま使用している。 

・ アプリケーション間のインターフェースが限定的であり、かつ、アプリケーションの構成

が複雑でない。 

・ その他、システムの使用状況が低い（例えば、ペーパーレスの状況、電子帳簿保存法への

対応の有無を考慮する。）。 

ＩＴの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスクが十分に低い場合は、ＩＴに関する

内部統制の理解における、ＩＴに関する詳細な理解を省略することが可能である。また、継続

監査においてＩＴの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスクが、過年度の監査の状況

から十分に低くない場合には、ＩＴの利用に関する概括的理解の内容を、内部統制の理解にお

いてＩＴに関する詳細内容を理解する際に含めて実施することも可能である。 
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 リスク評価手続 

「Ⅳ １．ＩＴの利用に関する

概括的理解」 

「Ⅴ 内部統制を含む、企業及

び企業環境の理解」以降 

ＩＴの利用に伴う重要な

虚偽表示に関する潜在的

リスクが十分に低い場合 

リスクの判定のため必須 

 

ＩＴに依存した内部統制の理

解と評価に関する手続につい

て省略することが可能 

ＩＴの利用に伴う重要な

虚偽表示に関する潜在的

リスクが十分に低くない

場合 

リスクの判定のため必須 

ただし、継続監査において「Ⅴ 

内部統制を含む、企業及び企業

環境の理解」を実施する際に、

ＩＴの利用に関する概括的な

理解の内容を包含して実施す

る場合には、「Ⅴ 内部統制を

含む、企業及び企業環境の理

解」と一体として実施できる。 

必須（「Ⅳ １．ＩＴの利用に

関する概括的理解」の内容を包

含する。） 

 

《２．過年度に入手した情報の利用》（監査基準委員会報告書315第８項、A12項、A13項参
照） 

６．監査人が当年度の監査において過年度に入手した情報を利用する場合には、当該情報が当年

度においても利用できるかどうかについて判断することが求められるが、状況の変化が、過年

度に入手した情報の当年度の監査における利用可否に影響を及ぼすことがあることに留意す

る。状況の変化には、例えば、情報システム部門の重要な担当者の異動や、システム障害の発

生頻度の増加といったようなことが考えられるが、このような変化は、情報システムの管理水

準の低下や、想定しない処理が生じている可能性を示している可能性があり、過年度に入手し 

た情報の利用が適当でなくなっている可能性が高まっていることが考えられる。 

《３．ＩＴの専門家との討議》（監査基準委員会報告書315第９項、A14項参照） 

７．財務諸表に重要な虚偽表示が含まれる可能性に関して監査チーム内で討議を行う際には、す

べてのメンバーが参加して討議を行うことは必ずしも必要ではなく、実務的でもないが、ＩＴ

の専門家が参加しない場合でも、情報システムの財務諸表に及ぼす影響を検討する必要がある

ことに留意する。ＩＴの専門家との討議の必要性を判断するに当たっては、過年度の内部統制

の評価結果、当年度における内部統制環境の変化に関する情報、情報システムに関係する人事

異動情報等、内部統制に影響を及ぼす情報の有無に留意する。また、業務処理統制に影響を及

ぼす情報については特に留意する。グループ監査の場合も同様である。 

《４．グループ監査における留意事項》（監査基準委員会報告書600「グループ監査」（以
下「監査基準委員会報告書600」という。）第16項、第25項、A21項からA27項、付録１参照） 

８．グループ監査を実施する場合は、グループ監査チームは、監査基準委員会報告書600に従い、

グループ全体統制を含め、グループ全体、構成単位及びこれらの環境と、連結プロセス（連結

のためにＩＴがどのように利用されているか）を理解することが求められている。 
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 監査人は、ＩＴの利用に関する概括的理解を実施する際には、重要な構成単位についてその

実施に漏れがないよう留意する。また、グループ財務諸表を作成する際に適用される会計方針

や、決算体制を含むその他の統制環境は、監査計画の策定に重要な影響を及ぼすことから、こ

れらの方針や統制環境が、ＩＴにどのように反映又は関連しているのかについても留意する。 

９．重要な構成単位を担当する、グループ監査チーム又はその指示を受けた構成単位の監査人は、

構成単位の重要性の基準値に基づいて、構成単位の財務情報の監査を実施しなければならず、

当該重要な構成単位に関する「Ⅳ １．ＩＴの利用に関する概括的理解」及び「Ⅴ 内部統制

を含む、企業及び企業環境の理解」は、通常、グループ監査チーム又はその指示を受けたそれ

ぞれの構成単位の監査人によって実施されることになると考えられる。したがって監査人は、

役割分担やコミュニケーションに留意する。 

 例えば、グループ財務諸表提出会社が管理する会計システムを、当該グループの他の構成単

位がネットワークを介して利用している場合には、通常、当該システムに対する「Ⅳ １．Ｉ

Ｔの利用に関する概括的理解」又は「Ⅴ 内部統制を含む、企業及び企業環境の理解」はグル

ープ監査チームによって行われることになるが、他の構成単位の監査人にとっても当該システ

ムに対するそれらの理解は必要な事項であり、グループ監査チームと他の構成単位の監査人と

の間でコミュニケーションが不可欠な事項である。 

 なお、グループ全体統制として理解する事項としては、以下のような例がある。 

・ 同一の全般統制によって管理されている、グループの全体又は一部を対象とする集中型の

情報システム 

・ すべての構成単位又は一部の構成単位に共通するＩＴの統制 

《Ⅴ 内部統制を含む、企業及び企業環境の理解》 

《１．企業及び企業環境の理解及び内部統制の構成要素》 

《(1) 統制環境》 

《① 企業の事業活動等》（監査基準委員会報告書315第10項(2)、A21項からA23項参照） 

10．企業は事業活動を行うために情報システムを利用するが、情報システムの状況・特性及び運

営を理解することは、情報システムに起因した重要な虚偽表示リスクを適切に識別し評価する

ための基礎となる。 

 業務における情報システムの適用範囲、業務フローの中でのオペレーションの状況、データ

入出力の態様、技術的な複雑性といった事業活動及び情報システムの種々の状況・特性は個々

の企業により異なり、情報システムに起因した重要な虚偽表示リスクの識別及び評価に影響を

及ぼす。 

 例えば、インターネットを利用した販売形態を採用する企業では、受注データは顧客側で企

業の情報システムに直接入力され、入力の正確性を企業側で検証することは困難であるため、

入力の正確性・網羅性の確保について企業がどのように考慮しているかの検討を要する場合が

ある。また、サプライチェーンマネジメントやＥＤＩ（電子データ交換）を利用して電子商取

引を採用する企業では、企業外から接続されるデータ転送に起因する重要な虚偽表示リスクの

検討を要する場合がある。 

 監査人は、企業の事業活動等を理解する際には、その運営及び情報システムの状況・特性を

考慮する。 
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《② 統制環境の理解》（監査基準委員会報告書315第13項、A65項からA74項参照） 

11．監査人は、統制環境が、実施するリスク対応手続の種類、時期及び範囲にも影響を及ぼすこ

とから、情報システムにおけるＩＴの利用に関する概括的理解に加えて、例えば、次のような

観点からＩＴに関連する統制環境を理解する。 

(1) 経営者の関心、理念及び倫理観 

経営者の関心、理念及び倫理観は、そのすべてが財務諸表監査に直接関係するものではな

いが、ＩＴに関連する方針や社内規則に影響を及ぼすとともに、企業の構成員の内部統制に

対する意識・姿勢に大きな影響を及ぼすことから、監査人はこれらに留意する。 

 経営者の情報システム部門の機能やその担当者に対する姿勢、情報システム投資に対する

考え方、情報システムの信頼性及びセキュリティに関する意識や取組姿勢、法令遵守に対す

る姿勢もこれに含まれる。 

 また、ＩＴに関する経営者の関心は、これまで情報システム部門寄りの技術的な対策から

始まり、人や組織に対する管理の重要性が認識されるにつれて、全社的なレベルでのＩＴマ

ネジメントひいてはＩＴガバナンスへと進展している。監査人は、こうした企業のＩＴガバ

ナンスに関する進展や浸透の状況に関しても留意する。 

(2) 戦略・計画及び組織 

 企業の目標を達成するためにＩＴに関してどのような戦略・計画を採用するかは、企業内

の各業務に対する資源配分を決定する要因となり、情報システムの規模や内容、複雑さを通

してＩＴに関する内部統制に影響を及ぼす。ＩＴに関する組織は、その形態や構成、権限及

び職責を通してＩＴに関する統制の実態に影響を及ぼす。これらのため、監査人は、経営者

が策定した戦略・計画等の内容、及び、情報システムの規模、内容、複雑さに相応の組織、

権限、職責が構築されているかについて留意する。 

 特に予算は、企業の戦略・計画に対する考え方が具体的に現れることから、企業のＩＴに

関する組織の状況を把握する上で、重要な判断材料を提供する。 

(3) ＩＴに関する規程及び慣行 

 ＩＴに関する業務の態様によって、内部統制が異なるため、規程として明文化されている

内容について、監査人は十分に理解する。また、明文化されていないが、組織の慣行として

実施されている事項についても留意する。 

(4) ＩＴに関する人材の確保 

 監査人は、ＩＴ管理者がその企業の情報システムに関して十分な知識や経験等を有してい

るか、情報システムの利用については、ＩＴ担当者のみならずユーザに対しても適切な教育

を行う必要があることに経営者が注意を払っているか、情報システムの維持・継続に必要な

人員を確保しているかに留意する。 

(5) 情報セキュリティ 

 情報セキュリティに係る内部統制ないしＩＴガバナンスの有効性は、財務情報の信頼性に

対して、企業の業務処理プログラム及びデータを保護する方針及び手続の設定を通じ、直接

又は間接的に影響を及ぼす。そのため、経営者は情報資産を保全するためのセキュリティを

確保するとともに、その方針をセキュリティ・ポリシーとして社内に周知徹底させる。監査

人は、経営者の情報資産に対するセキュリティの認識、リスク評価過程及びリスクに対する

対応の状況に留意する。 

(6) ＩＴの技術要素 

 インターネット、ＥＤＩによる電子商取引、ＩＣタグを利用した取引等の電子媒体を利用

した取引形態においては、他社が入力又は作成したデータが自社の入力データとなることや

逆に自社の出力データが他社の入力データとなることがあり、取引記録が電子データでしか

残らない等、業務プロセスや内部統制に影響を及ぼすことがある。また、企業外部の人間が、

企業内部の基幹システムで処理されるデータの元となる取引情報を入力することによって、
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企業の情報システムに重要な影響を及ぼす場合がある。さらに、ＩＴの発達に伴う社会の基

本的なインフラの変化は、企業が保有する情報システムを陳腐化させる可能性がある。監査

人は、経営者がＩＴの技術要素に内在する特性に応じた適切な管理範囲及び管理方法を設定

しているか否か、情報システムを他社と連携させる際のリスクについて考慮しているか、及

び、ＩＴの動向に注意を払っているかに留意する。 

《(2) 企業のリスク評価プロセス》（監査基準委員会報告書315第14項から第16項参照） 

12．監査人は、企業のリスク評価プロセスを理解するに当たり、以下のＩＴに関連する内部統制

の特徴を考慮する。 

《① 内部統制におけるＩＴの利点》（監査基準委員会報告書315A52項参照） 

13．情報システムは、あらかじめ規定した処理を組み込んだコンピュータ・プログラムによって

実行される。したがって、あらかじめ規定した処理の内容が適切であれば、決められた処理を

決められたときに、漏れなく実行することから、大量の取引やデータを処理する場合であって

も、あらかじめ定められた方針や規程に従い一貫して処理し、複雑な計算を実行できる。また、

その処理過程と処理結果を電子データで保管するようにしておけば、その電子データを基に追

加的な分析をすることが容易に可能となる。 

14．あらかじめ規定する内容が、ユーザの識別とユーザごとに可能な処理を制限するというもの

であれば、適切な職務の分離を維持・確保することが可能となる。 

《② 内部統制におけるＩＴのリスク》（監査基準委員会報告書315A53項参照） 

15．情報システムは、あらかじめ規定した処理を組み込んだコンピュータ・プログラムによって

実行される。したがって、あらかじめ規定した処理の内容が適切であっても不正確なデータを

そのまま処理してしまう、あるいは、あらかじめ規定した処理の内容が適切でなければ、適切

なデータを入力しても誤った処理結果となる。さらには、両方が同時に起きる可能性もある。

例えば、担当者が入力画面で証憑と異なる金額をシステムに入力した場合も、販売のリベート

計算のシステムでプログラムの条件設定を誤った場合のいずれも処理結果は誤ったものとな

る。また、システム又はプログラムの必要な変更の不備により、修正されるべきプログラムの

不具合が残ってしまい、誤った処理が継続してしまう可能性がある。 

16．アクセス権の管理・運用が適切に行われていないことは、以下のような様々なリスクにつな

がる可能性がある。 

・ マスター・ファイル内の情報のデータの未承認の変更、例えば、商品の売価マスターが変

更されてしまうと、売上金額が誤って計上されてしまう可能性がある。 

・ システム又はプログラムの未承認の変更、例えば、リベートの計算条件を承認されない条

件に変更されてしまうと、リベート金額が誤って計上されてしまう可能性がある。 

・ 不適切な手作業の介在、例えば、仕訳データが承認を経ることなく直接変更されてしまう

と、事実と異なる仕訳が計上されてしまう可能性がある。 

・ データの消失又はデータにアクセスできない事態が生じた場合、適切に計上された仕訳が

削除されてしまうことと同じ効果を生ずる、又は、情報を適切なものに修正しようとする

ことができなくなる可能性がある。 

特に、職務の分離によって割り当てられた権限を越えるアクセス権を有している担当者が存

在する場合、例えば、ＩＴ担当者に開発と運用の両方の権限を与えているような場合には、相

互牽制なく単独で本番用のプログラムを変更してしまうことが可能となることから、プログラ

ムの改ざんにつながる可能性がある。 
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《③ 監査人がリスク評価の際に留意すべき手作業による又は自動化された内部統制の

特徴》（監査基準委員会報告書315第11項、A50項、A51項、A54項、A55項参照） 

17．監査人は、内部統制の整備及び運用状況を評価しなければならないが、内部統制には、手作

業によるもの、自動化されたもの、あるいは、両者を組み合わせたものがある。それぞれの特

徴を理解した上で、リスク評価やリスク対応手続に及ぼす影響を検討することが求められる。 

18．手作業による内部統制は、作業の承認、査閲、調整項目の調整手続や追跡調査等のように、

判断が求められるような場面で有効となることが多い。コンピュータ・プログラムやデータが、

不正に改ざんされて、決められたとおり実行されていないことがないかを監視し、必要な対策

を講ずることは手作業による内部統制が中心となる。しかし、手作業による内部統制は容易に

回避、無視又は無効化することができ、また、単純な間違いを起こしやすいため、一般的に、

自動化された内部統制よりも逸脱が多くなる。 

19．これに対し、自動化された内部統制は、あらかじめコンピュータ・プログラムに組み込まれ

るもので、定義された内部統制は同一の水準で運用される。しかし、予定していない状況やあ

らかじめ処理対象としていないデータには対応できない。そして、自動化された内部統制は、

あらかじめ規定した処理を組み込んだコンピュータ・プログラムによって実行されるため、プ

ログラム開発の段階で認識できなければ追加することは困難である。 

20．企業によっては、取引の開始から記録、処理、報告に至るまでの手続を自動化することがあ

る。このような場合には、関連する会計記録等は、紙ではなく電子的に記録されるため、監査

証跡の確保について留意する。 

《④ システムの特性に合わせた評価（簡易システム）》（監査基準委員会報告書315A56項参

照） 

21．監査人は、情報システムの特性を考慮に入れてリスク評価を実施する。システムが簡易で、

入力原票と処理結果を手作業で検証できるような場合には、監査人は自動化された内部統制を

考慮せずに、リスク評価及びリスク対応手続を実施することも考えられる。 

《(3) 情報システムと伝達》 

《① 財務報告に関連する情報システム》（監査基準委員会報告書315A77項参照） 

22．監査人は、リスク評価手続の一環として、企業の財務情報の生成から報告までの流れを情報

システムとして理解する。情報システムは企業がデザインした手続及び記録により構成されて

おり、監査人は、その手続が手作業によるものか又は自動化されたものか、あるいは紙媒体に

よる記録か電子データとしての記録かを問わず、理解する必要がある。財務情報は個々の仕訳

の記録に基づくため、仕訳生成過程を理解することはリスク評価手続において重要である。仕

訳生成は財務報告プロセスをはじめ、販売購買等の様々な業務プロセスで行われる。 

 監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼす企業の活動に係る取引種類を理解する。取引以外

の財務情報に関係する事象や状況も財務諸表に重要な影響を及ぼす場合があるため、企業の主

要な取引だけでなく、取引以外の財務報告に影響を及ぼす事象や状況を把握する情報システム

に関しても理解する。 

 監査人は、取引の開始から記録、処理、報告に至るまでの業務プロセスのフローないし会計

処理過程のうち、ＩＴが利用されている部分を識別するために、アプリケーションの構成を理

解する。取引以外の財務報告に影響を及ぼす事象等についても同様に理解する。これは、企業

が利用するＩＴを理解する際の基礎となるため、監査人は、企業の業務活動の内容や流れ、Ｉ

Ｔが利用されている部分と利用されていない部分の範囲や相互の接点等に留意する。 
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23．企業の財務諸表は、アプリケーションから出力される情報によって作成されるが、情報シス

テムにＩＴが利用されている場合は、通常、情報は種々の業務アプリケーションで作成され、

その情報が会計アプリケーションに反映される。このため、監査人は、これらのアプリケーシ

ョンによって作成される財務情報の信頼性を確保することに関連する内部統制を評価する必

要がある。また、経営者が財務情報以外の情報を利用しており、それを監査上利用する場合に

は、監査人は財務情報以外の情報の信頼性の確保についても留意する必要がある。情報の信頼

性は、情報システムが有効に機能しているか否かに大きく依存している。情報システムが有効

に機能していることは、企業の経営資源（人、物、金）の状態が、その企業の業務プロセスに

おいて、適時かつ正確に情報として反映されていることをいう。情報システムは、企業の取引

の開始から記録、処理、報告にまで関連する。また、取引以外の会計に関する事象にも関連す

る。情報システムには、単に情報を処理するのみではなく、誤った処理をエラーとして把握す

るチェック機能、捕捉したエラーを修正し、最終的に正しい会計情報を報告する機能が求めら

れる。利用可能な監査証拠が紙媒体の文書で存在せず、電子媒体のみでしか存在しない場合が

ある点に留意する。 

 監査人は、アプリケーションの構成だけでなく、それを支えるＩＴインフラの概要を合わせ

て理解する（【図１】参照）。 

・ ハードウェア構成 

・ システム・ソフトウェア構成 

・ ネットワーク構成 

・ アプリケーション間の関連 
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【図１】ＩＴインフラの概要の例 
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《② 関連する業務プロセス》（監査基準委員会報告書315A80項参照） 

24．監査人は、財務諸表の重要な勘定科目が、どのような取引、企業の業務プロセス及びアプリ

ケーションと関連しているかについて理解する。【図２】は、販売取引における売上と入金の

業務プロセス、ファンクション（働き）及び会計データとの関連を、一つの例として図式化し

たものである。企業の各業務プロセスはファンクションごとに細分化され、そのファンクショ

ンに基づいてシステム化される場合が多い。例えば、販売取引の売上プロセスは、受注や出荷

等のファンクションに分類され、必要に応じてシステム化される。監査人は、財務諸表の勘定

科目と取引、業務プロセス及びアプリケーションとの関係を理解するに当たって、必ずしもこ

のような図を作成する必要はないが、主要な取引等について、どの会計データがどのアプリケ

ーションに依存しているのかを理解する。また、監査人は、その業務処理が手作業によるもの

かＩＴを利用しているものかを識別し、重要な勘定科目に関する財務情報の信頼性を確保する

ことに関連する内部統制を理解する。監査人は、理解した関係が実際に存在することを確かめ

るため、ウォークスルーを実施することがある。 

 

【図２】販売取引における業務プロセス、ファンクション及び会計データとの関連（例示：売上

と入金） 

 

 

《③ 仕訳入力》（監査基準委員会報告書315A78、A79項参照） 

25．取引を理解するに当たっては、業務プロセスの中で、どのイベント（事象・時点等）で仕訳

 

財務諸表  

会計システム  

ファンクション  
 

業務プロセス  

アプリケーション 

  

連携するシステム  物流･在庫  
システム  

販売管理システム  売掛金管理システム  

現金  
 

売上  

監査対象会計ﾃﾞｰﾀ 

売掛金   
計上   

売掛金   
回収  

出荷 請求 回収  受注  

受注  
モジュール  

売上   
モジュール  
 

売掛金請求   
モジュール  
 
 

売掛金回収  
モジュール  

売上プロセス  入金プロセス  
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が計上されるか、仕訳計上日、勘定科目、計上金額といった仕訳の条件がどのように決定され

るかに留意する。 

 手作業により仕訳入力が行われる場合は、仕訳の条件を理解するだけでなく、内部統制によ

り、仕訳入力の正当性、網羅性、正確性、アクセス制限による職務の分離等が確保されている

かに留意する。一方、経常的な取引や定期的に発生する仕訳を記録する場合には、自動仕訳に

よる仕訳入力が行われることが多い。自動仕訳についても仕訳の条件とそれに関連する内部統

制に留意する。自動仕訳の場合には、自動化された内部統制が組み込まれている点に留意する。 

26．非経常的、通例でない取引に関する仕訳については、新規の会計処理や見積りに基づく処理

等、経常的な取引に関する仕訳に比して内部統制が十分に機能せず、重要な虚偽表示リスクが

高い可能性がある。監査人は仕訳生成の統制について理解するだけでなく、必要に応じて仕訳

生成の元となる取引内容や、数値の算定方法等についても十分に理解し、仕訳の勘定科目や金

額が妥当であることを理解する。 

 上記の手続を行うに当たり、監査人は非経常的、通例でない取引に関する仕訳を識別する必

要がある。自動化された手続により帳簿が作成されている場合には、上記のような仕訳を識別

する方法としてＣＡＡＴが有効となる場合が多い。 

27．取引以外の財務情報に関係する事象や状況（資産の減価償却、売掛金の評価、金融商品の公

正価値評価等）に情報システムが利用されており、財務報告に重要な影響を及ぼす場合には、

取引の場合と同様に、監査人はその情報の信頼性について評価する。 

28．小規模企業の場合、手作業による内部統制は、財務報告に関連する情報システムと関連する

業務プロセスが、大規模企業よりも複雑でないことがあるが、情報システムについては、必ず

しも企業規模の大小に比例しないことがある。インターネットを利用した事業を展開する場合

等、企業の規模が小さくても、売上に関係する販売システムに複雑で高度なＩＴを利用する場

合がある。顧客からの注文が人手を介すことなく仕入先に発注され、顧客に配送される場合等、

その業務プロセスと利用される情報システムは高度な機能を有することもある。逆に、企業規

模が大規模でも、簡易な会計のパッケージソフトウェアを利用する場合もある。したがって、

情報システムが高度な機能を有するか否かは、単に企業規模の大小ではなく、財務報告と関連

する業務プロセスと利用するＩＴの複雑さを踏まえて、判断しなければならないことに留意す

る。 

《(4) 統制活動》 

《① 統制活動の理解》（監査基準委員会報告書315第20項、A91項参照） 

29．監査人は、企業の統制活動の理解に際し、ＩＴに起因するリスクに企業がどのように対応し

ているかを理解しなければならない。企業が利用するＩＴの範囲や程度は統制活動の形態に影

響を及ぼす。 

 ＩＴを利用した情報システムに対する内部統制には、業務処理統制と全般統制が含まれる。

ＩＴを利用した情報システムに対する内部統制が、正確で網羅的な情報の適時の提供と、情報

システムにより処理されるデータのセキュリティを保持している場合、有効であると判断され

る。なお、判断するに当たっては、発生した取引が正規の手続により承認されているか等、情

報の正当性を担保しているかを検討する。 

《② 業務処理統制》（監査基準委員会報告書315A93項参照） 

30．業務処理統制は、通常、業務プロセスにおいて個々のアプリケーションによる取引の処理に

適用される手続であり、あらかじめプログラムに組み込まれている自動化された業務処理統制

と、ＩＴから自動生成される情報を利用して実施される手作業による内部統制との組み合わせ

により構成されている。 
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31．プログラムに組み込まれている自動化された業務処理統制 

 情報の正確性、網羅性、適時性、正当性等を達成するためにアプリケーションに組み込まれ

た内部統制である。例えば、以下のようなものがある。 

・ 受注データの入力時の単価チェックのように、取引データの入力時又は処理時に、事前に

登録されているマスター・ファイル上の項目と入力された項目との突合が行われ、一致し

ない場合には入力データを受け付けない、あるいは、次処理を中止する機能 

・ 取引データの入力時の項目網羅性チェックのように、入力が必須とされているすべての項

目が入力されていることを確認し、すべての項目が入力されていない場合には入力データ

を受け付けない機能 

・ システム間のデータインターフェイスにおいて、データ出力側で把握されているデータ件

数等とデータ入力側で把握されるデータ件数等が整合していることを確認し、整合しない

場合には入力されたデータ処理を中止するといったシステム上の機能 

・ 端末メニューの使用制限のように、処理担当者に許可された業務内容に応じた操作権限を

ユーザＩＤに事前に付与し、このユーザＩＤ使用者をパスワードや生体情報により認証す

ることにより、許可された処理担当者とみなす機能 

・ 利息、減価償却、外貨換算等の自動計算 

32．ＩＴから自動生成される情報を利用して実施される手作業による内部統制 

 情報システムから出力された情報を利用して手作業による内部統制として実施する。手作業

による内部統制において利用する情報には、以下のようなものがある。 

・ 例外リストのように、処理過程の途中において、事前に定められている一定の条件に合致

する取引データを出力した情報 

・ エラーリストのように、プログラムに組み込まれている自動化された業務処理統制におい

て正常なデータではないと判断され、継続処理が中断となった対象データを出力した情報、

あるいは、継続処理とは別の処理となった対象データを出力した情報 

・ ある時点における売掛金残高について、その残高を構成する取引データの発生時期とその

金額を時系列で表示した年齢調べを出力した情報 

・ 一定期間に入力された仕訳データを母集団とし、事前に登録された仕訳パターンに該当し

ない仕訳データを出力した情報 

33．前項に記載している手作業による内部統制において利用する情報や自動化された会計処理手

続については、自動化された業務処理統制と同様に全般統制により支援されるＩＴにより自動

化された機能であるため、必要な評価作業を行う。ここでいう自動化された会計処理手続とは、

計算、分類、見積、その他、会計処理を手作業に代わりアプリケーションが行う手続である。 

《③ 全般統制》（監査基準委員会報告書315A92項参照） 

34．全般統制は、多くのアプリケーションに関係する方針及び手続であり、情報システムの継続

的かつ適切な運用を確保することにより、業務処理統制が有効に機能するよう支援する。全般

統制には、通常、以下の事項に対する内部統制が含まれる。 

・ データ・センターとネットワークの運用 

・ アプリケーションの取得、開発及び保守 

・ システム・ソフトウェアの取得、変更及び保守 

・ プログラム変更 

・ アクセス・セキュリティ 

35．データ・センターとネットワークの運用 
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 データ・センターとネットワークの運用では、例えば、情報システムの稼動確認、臨時処理、

障害が発生した場合の復旧、プログラムやデータの保全等に係る内部統制が識別・評価される。 

36．アプリケーションの取得、開発及び保守 

 新規の情報システムの取得・導入には、外部からの購入や自社又は外部業者における開発、

あるいはその中間の形態が存在する。例えば、導入手続に基づく開発の各段階での承認、適切

な立場にあるユーザによるテスト等が内部統制として識別・評価される。アプリケーションの

導入においては、既存のアプリケーションのデータを新規のアプリケーションで利用するため

に変換することが必要となる。この場合、データの変換が正確で網羅的であることを確かめる

ための内部統制に留意する。 

37．システム・ソフトウェアの取得、変更及び保守 

 アプリケーションが稼動する基盤であるシステム・ソフトウェアについても、プロセスの各

段階での承認やテストといったアプリケーションと同様の内部統制を識別・評価する。システ

ム・ソフトウェアの取得、変更及び保守がソフトウェア開発の一環として実施され、内部統制

の実施者や手続が同じ場合には一括して評価することができる場合がある。なお、外部のベン

ダーにより変更及び保守が行われている場合には、その部分は別の内部統制として識別・評価

する場合がある。 

38．プログラム変更 

 プログラムの変更では、例えば、システム変更担当部署とシステム運用部署の分離、変更対

象プログラムの十分なテストの実施及び機能確認、プログラム導入前後の承認等が、内部統制

として識別・評価される。 

39．アクセス・セキュリティ 

 アクセス・セキュリティでは、例えば、ユーザＩＤ管理やログ管理といった、プログラム及

びデータ等の情報資源へのアクセスを制限するための論理的セキュリティのツールの導入・運

用、入退出管理や情報機器への物理的なアクセス制限等に係る内部統制が識別・評価される。 

《④ 全般統制の評価範囲》 

40．全般統制は、大型汎用コンピュータやクライアント・サーバ型コンピュータ、あるいは、Ｅ

ＵＣやスプレッドシート等利用するすべてのタイプの情報システムにおいて存在している。 

 業務処理統制が評価の対象となる場合には、それを支える全般統制に依存している程度と範

囲について検討し、全般統制の評価範囲を決定する。したがって、企業のすべての情報システ

ムを対象として、評価を実施するものではない。 

 また、全般統制の評価は必ずしも対象となる情報システムごとに実施しなければならないも

のではなく、情報システムの種類等や設置場所、あるいは、運営組織を考慮し、共通に評価で

きるものを一つの評価単位とすることも可能である。 

《⑤ 監査人が利用する企業が作成した情報の信頼性》（監査基準委員会報告書500「監査証

拠」（以下「監査基準委員会報告書500」という。）A49項参照） 

41．内部統制の評価手続や実証手続の実施に当たって、各種のリスト等の企業が情報システムを

利用して作成した情報を利用する際には、その情報の正確性や網羅性を確かめるための手続を

実施する。なお、業務処理統制の評価や他の実証手続を実施する過程で確かめられる場合があ

る。 

《(5) 監視活動》（監査基準委員会報告書315第21項、第23項、A94項、A95項、A100項参照） 

42．監査人は、監査に関連する統制活動に対するものを含め、企業が財務報告に係る内部統制の
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監視に用いている主要な活動を理解し、どのように内部統制の不備の是正措置を講じているか

を理解しなければならない。 

 また、監視活動に使用される情報の多くは企業の情報システムによって作成されるため、内

部統制の構成要素としての企業の監視活動の理解の一環として、企業が監視活動に利用してい

る情報の情報源とともに、経営者が利用している情報が監視活動にとって十分に信頼できると

している理由を理解する。 

 監視活動にＩＴが利用されているケースにおいては、企業が情報システムの設計段階で、あ

らかじめ監視すべき項目を設定していなければ、必要な情報を入手できない場合があることに

留意する。 

《２．内部統制の限界》（監査基準委員会報告書315A43項、A44項、及び同240「財務諸表監査
における不正」（以下「監査基準委員会報告書240」という。）第30項参照） 

43．内部統制には限界があるため、下記のような場合に、本来意図した機能を果たせなくなるこ

とがある。 

 内部統制は、意思決定時の判断誤りや、過失により機能しなくなる場合がある。例えば、会

計システムのパスワードの漏洩により職務の分離を無効化してしまう場合や、エラー・レポー

トが適切に出力されても、担当者がエラーの意味を理解していなかったり、モニタリング等の

フォローを適切に行っていない場合には、内部統制は有効でなくなってしまうことがある。 

 また、内部統制は、共謀による場合、又は経営者や部門責任者等が不当に内部統制を無効化

した場合にも、本来の機能を果たせなくなる。 

 特に、情報システムにおいては、意図的な会計記録の改ざんについて、その発見や追跡が容

易でないケースが多いことに留意する。 

《Ⅵ 重要な虚偽表示リスクの識別と評価》 

《内部統制とアサーションの関係》（監査基準委員会報告書315第24項、第25項、A101項か
らA109項、A111項からA113項参照） 

44．重要な虚偽表示リスクは、①財務諸表全体レベル、②アサーション・レベル、の二つのレベ

ルで識別される。 

 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、特定のアサーションと必ずしも結び付けら

れるものではないが、経営者による内部統制の無効化のように、様々なアサーション・レベル

における重要な虚偽表示リスクを高めることがある状況を意味する。また、監査人が内部統制

を理解した結果、監査が実施可能かどうかについて疑問を抱く場合もある。例えば、全般統制

の不備が長期間放置されていたり、ＩＴの安定度が低く会計記録の信頼性について懸念を抱か

ざるを得ないような場合が考えられる。このような場合には、情報システムが財務諸表全体に

及ぼす影響を考慮して重要な虚偽表示リスクを識別することが必要である。 

 評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに応じて、実施するリスク対応手続

の種類、時期及び範囲が決定される。アサーションには、勘定残高に係るアサーションと取引

種類や会計事象に係るアサーション、及びそれらを組み合わせて一つのアサーションとして設

定することがある。 

 アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを評価する過程において、監査人は、特定の

アサーションにおける重要な虚偽表示の防止又は発見・是正に役立つ内部統制を識別すること

がある。内部統制は、アサーションに直接的にも間接的にも関係し得るものである。全般統制

は、直接にはアサーションには結び付かず、アサーションに直接結び付く業務処理統制を支援

することにより、間接的に結び付くことが多い。 

 また、アサーションは、財務報告の観点であるが、経営者がその情報システムを有効なもの
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とするためにＩＴのコントロール目標を確保していることを確かめてアサーションと関連付

ける場合もある。 

45．監査人は、ＩＴに関連した虚偽表示リスクの判断においては、金額のみだけではなく、性質

を含めて当該リスクが企業に及ぼす潜在的な影響の大きさ等も考慮する。例えば、販売管理シ

ステムの場合、アプリケーション全体の管理者の権限は、売掛金等の特定のデータへのアクセ

ス権を持つ担当者の権限よりも影響が大きいため、リスク評価手続においては慎重な判断を要

する。 

《Ⅶ 評価したリスクに対応する手続》 

《１．評価したアサーション・レベルのリスクに対応する監査人の手続》 

《(1) 全般統制のリスク対応手続の実施》（監査基準委員会報告書 330 第９項、A23 項、及び同

500A31項参照） 

46．監査人は、リスク対応手続の立案に当たって、監査対象期間における業務処理統制の継続的

な運用の有効性を確かめるため、関連する全般統制の運用状況の有効性に関して、十分かつ適

切な監査証拠を入手する運用評価手続を立案し、実施する必要性について検討する。全般統制

については、それが効果的に機能するように支えている業務処理統制のリスク評価を勘案して

手続を実施する。 

47．全般統制の運用評価手続には、例えば、以下のような手続を含む。 

・ 変更依頼やテスト、移行に係る記録を閲覧し、適切なプログラム変更の手続に従って実施

されていることを確かめる。 

・ システムの作業指示や運用に係る記録を閲覧し、適切なシステム運用の手続に従って実施

されていることを確かめる。 

・ システム障害に係る記録を閲覧することにより、発生した障害が網羅的に記録されている

こと、記録された障害対応が適切に行われていることを確かめる。 

・ アクセス権限付与に係る記録を閲覧し、付与されている権限が適切であること、適切な手

続に従って権限付与が行われていることを確かめる。 

《(2) 業務処理統制のリスク対応手続の実施》 

48．業務処理統制は、ＩＴによる処理に一貫性があることから、運用の有効性の評価に当たって

は、全般統制の整備及び運用状況の影響を考慮しなければならない。 

 リスク対応手続実施の結果、全般統制が有効と判断された場合は、業務処理統制の運用評価

手続の範囲を縮小させることができる。 

 全般統制の整備又は運用状況に不備が存在する場合は、業務処理統制の運用評価手続の範囲

を拡大させることを検討する。全般統制の不備の程度により、業務処理統制の有効性の評価が

できないと判断される場合がある。 

49．業務処理統制のリスク対応手続には、例えば、以下のような手続を含む。なお、本番環境上

での再実施は、本番データへの影響を慎重に検討することに留意する。 

・ 証憑等を利用した処理の再実施 

・ アクセス・コントロール、マスターチェック等の入力時の統制の再実施 

・ テストデータ法による、計算方法（ロジック）の正確性の検証 
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・ 本番データを入手して、処理結果としての電子ファイル間の整合性の検証、網羅性の検証 

《２．期中で入手した監査証拠の利用》（監査基準委員会報告書330第11項、A32項からA33
項参照） 

50．監査人は、期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合、以下の手

続を実施しなければならない。 

(1) 運用評価手続を実施した後の当該内部統制の重要な変更についての監査証拠を入手する。 

(2) 期末日までの残余期間に対してどのような追加的な監査証拠を入手すべきかを決定する。 

51．業務処理統制に関しては、ＩＴによる処理に一貫性があるため、業務処理統制の業務への適

用に関する監査証拠は、全般統制（特に、変更に関する内部統制）の有効性に関する監査証拠

と組み合わせることにより、監査対象期間における業務処理統制の運用の有効性に関する監査

証拠を提供する。 

《３．過年度の監査で入手した監査証拠の利用》（監査基準委員会報告書330第12項、
13項、A34項からA38項参照） 

52．監査人は、内部統制の運用状況の有効性を評価するに際し、過年度の監査で入手した監査証

拠を利用する場合、当該内部統制の重要な変更が過年度の監査終了後に発生しているかどうか

についての監査証拠を入手し、過年度の監査から引き継ぐ監査証拠の適合性を確認しなければ

ならない。 

 監査人は、当該内部統制についての理解を確かめるため、質問に観察又は記録や文書の閲覧

を組み合わせて実施し監査証拠を入手しなければならない。さらに、以下のような事項に留意

する。 

(1) 過年度の監査から引き継ぐ監査証拠の適合性に影響する変更があった場合には、当年度の

監査で内部統制の運用評価手続を実施しなければならないこと 

(2) このような変更がない場合でも、運用評価手続のインターバルは職業的専門家としての判

断にもよるが、少なくとも３年に１回は内部統制の運用評価手続を実施しなければならない

こと 

(3) 業務処理統制については、それを支援する全般統制の有効性 

(4) 業務処理統制に関連する障害の発生状況 

《Ⅷ 全般統制の不備対応》（監査基準委員会報告書315第30項、A125項参照） 

53．全般統制は、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに広範に関係していることから、

全般統制に重要な不備があった場合には、監査人は、重要な虚偽表示リスクの評価を変更する

必要性について検討する。 

 全般統制の不備は、業務処理統制の評価に影響を及ぼす可能性がある。全般統制に不備があ

る場合、たとえ業務処理統制がそれ単独で有効に機能するようにデザインされていたとしても、

その継続的な運用を支える情報システムの内部統制が有効に機能せず、重要な虚偽表示リスク

が高まることとなる。 

 全般統制の不備が業務処理統制の有効性に影響すると判断した場合は、当該業務処理統制が

関連している重要な虚偽表示リスクの再評価、追加的運用評価手続の必要性を検討する。例え

ば、追加的運用評価手続が必要と判断した場合は、不備のある全般統制に関連する業務処理統

制の運用評価手続の範囲（件数、期間等）を拡大する等の対応を行うことになる。 
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《Ⅸ 業務処理統制の不備対応》（監査基準委員会報告書315第30項、A125項参照） 

54．ある業務処理統制が有効に機能していなかった場合、監査人は統制の不備が重要な虚偽表示

リスクに及ぼす影響を検討する。重要な虚偽表示リスクに及ぼす影響が重要であると判断した

場合は、これに代わる他の業務処理統制、あるいは手作業による内部統制の有無を確かめ、そ

の有効性を評価する監査手続の実施を検討するか、あるいはこの業務処理統制に依拠せず実証

手続の範囲の拡大を検討する。 

55．業務処理統制のうち、自動化された内部統制に不備がある場合、監査人は同様の誤りが繰り

返されている可能性が高いことに留意する。 

 業務処理統制のうち、ＩＴから自動生成される情報を利用して実施される手作業による内部

統制に不備がある場合、監査人は、その不備の内容が手作業に関する部分から生じているもの

なのか、それともＩＴに関する部分から生じているものなのかを識別する。ＩＴに関する部分

から生じている場合には、自動化された内部統制の不備と同様に対応する。 

《Ⅹ 実証手続》（監査基準委員会報告書330第17項、A41項からA53項参照） 

《ＣＡＡＴを利用した実証手続》（監査基準委員会報告書330A16項参照） 

56．監査人は、母集団の定義の妥当性の検討、母集団の網羅性の検討、特定の性質に基づく母集

団の分割、母集団からのサンプルの抽出等を、電子データを用いて実施することがある。 

 監査人は、ＣＡＡＴを利用した総勘定元帳、補助元帳等の再計算、集計の再実施や電子ファ

イル間の突合を実施することがある。 

 分析的手続にＣＡＡＴを利用することにより、効率的、効果的に手続を実施できることがあ

る。例えば、製品別の回転期間分析、拠点別の収益性分析、顧客別売上高推移比較等が該当す

る。 

《ⅩⅠ 情報システムを利用した不正への対応》（監査基準委員会報告書240
参照） 

57．監査人がシステムから生成された情報を監査証拠として利用する場合には、システム構成全

体の理解及び関連する内部統制の評価から、不正が起こり得る可能性を事前に検討し、入手し

た情報と監査証拠が、不正による重要な虚偽表示が行われる可能性を示唆していないかどうか

検討する。 

 監査人は、評価した財務諸表全体レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに応じて、全般

的な対応を決定する際に、不正調査の専門分野に精通したＩＴの専門家を追加して対応するこ

とを検討する。 

 評価したアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対応する監査人の手続

として、例えば、債権データや在庫データを抽出して特定顧客先の明細や滞留状況の分析をす

るために、ＣＡＡＴを利用する場合がある。 

 また、経営者による内部統制の無効化に関係して不適切な仕訳入力やその他の修正には、一

定の識別できる特性をもっていることが多く、また特定の勘定に含まれる場合があることから、

ＣＡＡＴを利用することにより、不正による重要な虚偽表示の兆候を発見することが可能にな

る場合がある。 

 ＣＡＡＴは膨大なデータから監査人が必要とするデータを比較的容易に網羅的に抽出でき

る。ただし、サンプル母集団が少量の場合はＣＡＡＴ以外の手続を行った方が効率的な場合も

ある。 
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 また、ＣＡＡＴで利用するデータが、監査人の手続の目的に合致していることを確かめる。

監査人が利用を予定する情報が含まれていないデータであった場合や、抽出された日付の範囲

が異なっている場合等には、有効な手続を行うことができないので留意する。 

《ⅩⅡ 経営者・監査役等とのコミュニケーション》（監査基準委員会報告
書260「監査役等とのコミュニケーション」、及び監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に

関するコミュニケーション」参照） 

58．監査人は、必要に応じてＩＴを含む計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監

査役若しくは監査役会又は監査委員会（以下「監査役等」という。）とコミュニケーションを

行う。 

 監査人は、経営者へのインタビューを行い、会社の情報システムに対する方針等の情報を入

手し、必要があれば、監査計画の見直しを行う。 

 監査人は、監査役等との定期的なコミュニケーションにより、監査役等が実施するＩＴを利

用した内部統制評価の計画及び結果からの情報を入手し、利用することも考えられる。 

59. 監査人は、発見した情報システムに関する内部統制に係る重要な不備を、適切な階層の経営

者及び監査役等に報告しなければならない。 

《ⅩⅢ 内部監査の利用》（監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」参照） 

60．監査人は、実施する監査手続の種類若しくは時期を変更するか又は監査手続の範囲を縮小す

るために、内部監査人のＩＴに関する作業の利用を考慮する。 

 監査人は、ＩＴに関する内部監査人の特定の作業を利用する場合、ＩＴに関する内部監査人

の作業の適切性の評価に関する結論及び実施した監査手続を監査調書に記載する。 

 ＩＴに関する内部監査人の専門的能力として、ＩＴ及び内部統制に関する経験・能力の十分

性を評価することに留意する。 

 ＩＴに関する内部監査人の客観性として、監査対象の情報システムの開発業務・保守業務・

運用業務等に関与していないことに留意する。 

 ＩＴに関する内部監査人の結論、報告書が実施した作業の結果と整合しているかを検討する

ことに留意する。 

《ⅩⅣ 専門家の業務の利用》（監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」参照） 

61．監査人は、監査計画の策定及び監査の実施に際して、ＩＴの利用状況及びＩＴが財務諸表全

体レベル並びにアサーション・レベルの重要な虚偽表示に及ぼす影響の評価に関連して、ＩＴ

の専門家の業務を利用するかを判断する。 

 監査人は、ＩＴの専門家の業務を利用する場合には、その専門家が、単にＩＴの知識のみで

はなく、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価について必要な技能、知識及び経

験を有しているか等、専門家としての能力、客観性を検討する。 

 監査人は、監査の目的を達成するために、対象となる情報システムの範囲及び監査人が想定

するリスクをＩＴの専門家と具体的かつ十分に協議する。 

 監査人は、その業務の結果について、適時に報告を受け、監査証拠として十分かつ適切であ

ることを確かめ、その内容を自らが行うリスク評価に適切に結び付けなければならない。 
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《ⅩⅤ アウトソーシングの位置付け》（監査基準委員会報告書402「業務を委託し
ている企業の監査上の考慮事項」参照） 

62．ＩＴにかかわる様々な業務について、自社で行わず、外部業者（受託会社）のサービスを利

用するケースがある。 

 情報システムの開発局面だけではなく、日々の運用に際して、例えば、データ・センター、

ＡＳＰ（Application Service Provider）、クラウドサービス等の外部の業者に多くの部分を

委託することも一般的なこととなりつつある。 

 このような状況の下では、重要な虚偽表示リスクの評価を行うに当たって、受託会社側に情

報システムに関する重要な内部統制が存在する場合には、被監査会社だけでなく受託会社もそ

の対象に加える必要がある。 

 この場合に監査人は、受託会社に対する監査手続の実施可能性につき留意する。 

《ⅩⅥ 監査調書》（監査基準委員会報告書230「監査調書」参照） 

63．ＩＴの概括的理解、ＩＴの統制環境及び重要な虚偽表示リスクの評価等の監査計画及び監査

手続の実施結果及び結論は、体系的に監査調書に記載する。 

 特に、全般統制の評価結果が及ぼす業務処理統制の監査手続への影響は、明確に監査調書に

記載する。 

 ＩＴの内部統制評価に係る監査調書は、統制評価手続の実施において利用されるものである

から、監査意見形成の基礎として、適時に作成される必要がある。 

 ＩＴに関する開発、保守、運用等の内部統制について、委託先の内部統制に依拠する程度が

高い場合は、委託先の内部統制の評価について、どのように評価したかの手続と評価結果、結

論を監査調書に記載する。 

 ＩＴの専門家の業務を利用している場合には、専門家としての能力、客観性の評価、専門家

との協議内容及び業務の結果についての監査人の判断は、監査調書に適切に記載しなければな

らない。 

《ⅩⅦ 適用》 

  本指針は、平成24年４月１日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会

計期間に係る中間監査から適用する。本指針の適用をもって、ＩＴ委員会報告第３号「財務諸

表監査における情報技術(ＩＴ)を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評

価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」は廃止する。
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《付録１ ＩＴに関連した監査手続の具体例》 

以下は第46項、第48項及び第56項のリスク対応手続を実施する場合の具体例を示したものであ

る。 

《１．記録や文書の閲覧》 

１．監査人は、システムの運用記録、障害報告を閲覧することにより、発生した障害が網羅的に

記録されていること、記録された障害対応が適切に行われていることを確かめる。また、電子

データを利用した総勘定元帳、補助元帳、各種証憑書類等との突合を実施することがある（監

査基準委員会報告書500A14項参照）。 

２．システム設計書等を閲覧し、会計方針、法務要件、業務要件に合致したシステムが作成され

ていることを確かめる。 

《２．観察／システム運用現場視察》 

３．ＩＴシステムの運用、管理現場の視察を行い、システム運用、変更に関する統制についての

把握、テストを行う。観察は主に、リスク評価手続で利用されるが、ＩＴについては、リスク

評価手続を通して、運用評価手続を兼ねることができるケースが存在する（監査基準委員会報

告書500第A17項参照）。 

《３．質問》 

４．過年度の監査において、業務処理統制が意図したように運用されていたことを確かめている

場合、監査人は、その業務処理統制について、運用の継続的な有効性に影響する変更の有無に

関する監査証拠を経営者への質問及びどの内部統制が変更されたかを示す記録の閲覧により

入手する（監査基準委員会報告書500A2項、A22項からA25項参照）。 

 質問は、すべての対象に対して有効であるが、証明力の弱い手続であるため、自動化された

統制につき、過年度の監査結果に依拠する場合は、質問による確認のみならず、変更記録の保

管状況を検討する必要がある。 

《４．再計算》 

５．ＩＴを利用する場合、監査人は、企業から電子データを入手するとともに、計算方法（ロジ

ック）を入手する。その後、監査人は、企業のシステムとは別のシステムにより計算を行い、

計算結果の比較を行う。この計算結果の比較により、会社が組み込んだ計算方法（ロジック）

自体の正確性の検証を間接的に行うことができる。検証対象としては、減価償却、外貨換算等

の計算、売上高の合計転記等の集計計算が該当する（監査基準委員会報告書500A19項、A49項

参照）。 
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《５．再実施》 

６．ＩＴを利用する場合としては、自動化された統制に対して、入力時の統制についての再実施、

記録された電子情報間の整合性を確認するＩＴを利用した照合手続の再実施が考えられる。入

力統制の検証に当たっては、本番環境へのテストデータの投入は、会社の情報システムに多大

に影響を及ぼすことが考えられるため、慎重に行う。再実施に関する検証対象としては、アク

セス・コントロール、自動化された統制で行われる入力時のマスターチェック、限界値のチェ

ック等の各種入力統制及びシステム間のデータ連携についての照合、財務諸表の組替、名寄せ

処理等が該当する（監査基準委員会報告書500A20項参照）。 

《６．分析的手続》 

７．ＩＴを利用することにより、分析的手続として、手作業で実施するより大量のデータを利用

した詳細な分析・検討を行うことが可能となる。対象としては、棚卸資産の回転期間分析、売

掛金の年齢調べ、製品別原価率の算定等が該当する（監査基準委員会報告書500A21項参照）。
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《付録２ アサーションとＩＴのコントロール目標の例》 

以下は、第44項の「ＩＴのコントロール目標を確保していることを確かめてアサーションと関

連付ける場合」のＩＴのコントロール目標の例である。 

１．情報システムの内部統制は経営者が構築するものであるが、その情報システムを有効なもの

とするために経営者が設定する目標が、ＩＴのコントロール目標である。監査人は、財務諸表

監査において、このＩＴのコントロール目標のうち企業の情報システムが信頼できる情報を提

供しているか否かの判断指針となるものを、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評

価のために利用することができる。監査人は、ある特定の内部統制が、取引、勘定残高、開示

等に関連するアサーションについて重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するのかどうか、又

はどのように防止又は発見・是正するかについて理解し、評価する場合がある。したがって、

監査人は、ＩＴのコントロール目標の達成度（ＩＴを利用した内部統制の有効性）に係る評価

結果を、直接的あるいは間接的にアサーションと関連付けて理解することができる。なお、ア

サーションとそのアサーションに関連するＩＴのコントロール目標は、企業の業種、組織、Ｉ

Ｔの状況等に対応して、監査人が自らの判断で選定する。 

２．監査人が情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価のために利用できるＩＴのコン

トロール目標として、例えば、次のものが挙げられる。なお、これらの目標には、アサーショ

ンと直接的に関係するものと、間接的に関係するものがあることに留意する。 

① 準拠性：情報が会計原則、会計基準、関連する法律及び社内規則等に合致して処理されて

いること 

② 網羅性：情報が漏れなくかつ重複なく記録されていること 

③ 可用性：情報が必要とされるときに利用可能であること 

④ 機密性：情報が正当な権限者以外に利用されないように保護されていること 

⑤ 正確性：情報が正確に記録され、提供されていること 

⑥ 維持継続性：必要な情報が正確に更新されかつ継続使用が可能なこと 

⑦ 正当性：情報が正規の承認手続を経たものであること 

 

 

以  上 


